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区民、事業者、町会・自治会・NPO、大学・学校・保育園、行政など、世田谷に関わるあらゆる主体が、

日々の暮らしの中で、風景づくりを意識して取り組むことで、地域の個性を活かした世田谷のまちの

魅力を高めていきます。 

 

「窓辺に花を飾る」「敷地周りを掃除する」「地域の祭りに参加する」「周辺と調和した建物をつくる」

など、日常の暮らしの中の何気ないひとつひとつの行動が、風景づくりにつながっています。 

※こちらの図は「風景づくりにつながる 

行動」の一部を示したイメージです。 

 

                         

まわりのみどりが映える 

色使いの建物にする 

窓辺に 

草花を飾る 

古いブロック塀を 

生垣に替える 

身近な風景を守り育てる 

活動を行う 
※国分寺崖線のみどりの保全など 

自然の風景を 

楽しむ 

地域で大切にされている 

樹木や建物を保存する 

地域のお祭りに 

参加する 

敷地まわりを 

掃除する 

ガーデニングを

楽しむ 

 第５章 

 第４章 

 第８章 

季節を感じ 

散歩する 

好きな場所で 

楽しく過ごす 

みどりに 

癒される 

きれいに 

駐輪する 

まちなかに 

くつろげる場をつくる 

広場のマルシェに 

参加する 

電車からの 

風景を楽しむ 

ごみを拾う 

周辺の風景と調和した 

建物を計画する 

 第５章 

街並みに調和した 

看板をつくる 

 第６章 

風景を楽しむイベントに 

参加する 
※まち歩きなど 

 第４章 

街並みとのつながりを 

感じられる公共施設をつくる 

 第７章 

子どもたちが 

元気に遊ぶ 

身近な風景を 

守り育てる活動を行う 
※花壇づくりなど 

 第４章 

風景づくりにつながる行動 

 

                         

  

地域の個性を活かし  協働でまちの魅力を高める     世田谷の風景づくり 

 
 

 

                         

  

風景づくりの理念 
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風 景 

風土と文化や歴史の表れ。生活する

人々によって創造され、受け継がれて

きたもの。そこに生活する人々の貴重

な共有の財産。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

地域の個性を活かし 協働でまちの魅力を高める 

世田谷の風景づくり 
 

区民・事業者・区の協働で風景づくりに取り組む 

次世代に向けて 愛着と誇りを持てるような風景づくりを進める 

自然や歴史的・文化的遺産を継承し 新たな都市の風景を創造していく 

 

風景づくりの理念 

取組みの基本姿勢 

第１章 計画の主旨 

風景づくり 

地域の個性あふ

れる世田谷らしい

風景を守り 、育

て、つくること。 

第３章 風景づくりの理念・方向性  

Ⅰ
．
風
景
づ
く
り
の
基
本
的
な
考
え
方 

理念・基本姿勢・方向性に基づき取り組む 

○建設行為等の計画をする前に 

○建設行為等における 
風景づくりの誘導／ 
方針・基準／届出 景観法 
・一般地域 

（低層住宅系、住宅共存系、商業系ゾーン） 

・風景づくり重点区域 

（水と緑の風景軸、界わい形成地区） 

・風景特性基準 

・事前調整会議を活用した誘導 

 

○区民主体の風景づくりの推進 
・地域風景資産 

・界わい宣言 

・界わい形成地区の指定 

・風景づくり活動団体の登録・支援 

○風景づくりの普及・啓発 
・普及啓発冊子の発行 

・セミナーやフォーラムの開催 

・体験型イベントの開催 

・風景づくり教育の実施 

・子ども向け冊子の発行 

・SＮＳをはじめとしたデジタル・メディアの活用 など  

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章  区民主体の 

風景づくり 

区民が中心となる風景づくり 

第５章 建設行為等における 

風景づくり  

Ⅱ
．
風
景
づ
く
り
の
取
組
み 

多様な主体や関係団体との協働・調整・連携により取組みを推進する 

○協働による風景づくりの推進体制 
・多様な主体による協働・連携  ・世田谷区風景づくり委員会による調査・審議 

・せたがや風景デザイナーを活用した指導・誘導 

・関連機関との調整・連携  ・庁内関係所管との調整・連携 

 

 

 

第９章 協働による風景づくりの推進体制 Ⅲ
．
風
景
づ
く
り 

の
推
進
体
制 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 世田谷の風景特性  

地形 
みどり 

みず 

地域の 

歴史・文化 
住宅地 農 にぎわい みち 鉄道 

地域の個性を 

活かす  

風景づくりの 

方向性 

自然 

（地形、みどりみず） 

地形を尊重し、 

みどりやみずの 

風景を守り育てる 

歴史・文化 

（地域の歴史・文化、住宅地、農）  

地域の歴史や文化の 

特性を引き出し､ 

風景づくりに活かす 

にぎわい 

（にぎわい、みち、鉄道） 

活力や交流が生まれ、 
親しみのある 

にぎわいの風景をつくる 

協働でまちの魅力を高める 

風景づくりの方向性 

・多様な主体の参加と協働による風景づくりの推進 

・区民主体の風景づくりの推進 

区民、事業者、区が中心となる風景づくり 

○公共施設の整備に関する指針 

○「風景づくりのガイドライン
（公共施設編）」に基づく整
備など 

○景観重要公共施設に関する
事項 景観法 
・成城の富士見橋および不動橋 

・上野毛の富士見橋 

・岡本の富士見坂  

・多摩川の河川区域 

○屋外広告物の表示に関する基
本事項 景観法 

○「風景づくりのガイドライン
（屋外広告物編）」による 
屋外広告物の誘導 

○協議制度による屋外広告物の
誘導 
特定区域（環状七・八号線沿道）での

屋外広告物の表示等の協議制度 

○景観法に基づく制度の活用 
・景観重要建造物 

・景観重要樹木 

・景観地区 

・景観協定 

・景観整備機構 

○他の法令などに基づく 

制度の活用 
・地区計画、建築協定、 

緑地協定など 

第６章 屋外広告物における 

風景づくり  

第７章 公共施設における 

風景づくり  
 

第８章 様々な制度を活用した
風景づくり  

○計画の検証・評価 

・計画の検証・評価と見直し 

・基本理念の評価指標 

景観法 

 

・マネジメント ・グリーンインフラ ・ウォーカブル ・防災復興 

・ウェルビーイング ・次世代へ向けて 

 

今後の取組みに向けたキーワード 

風景づくり計画の構成図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区民主体の風景づくりの推進 
 

          

 

 

●風景づくりアドバイザーの派遣 

多様な主体の参加と協働による風景づくり 

●風景づくり活動団体の登録・支援 ●風景づくりの普及・啓発 

 風景づくり活動を行う団体を「風景づくり活動

団体」として登録し、風景づくり活動についての

指導助言を行うアドバイザーの派遣や、活動団

体同士で情報共有を行う交流会の開催などに

より支援します。 

第４章 

 

・多くの区民や多様な主体の参加を導くため、幅広い切り口を設けて協働による風景づくり

を深めていくとともに、区民が風景づくりに主体的に取り組めるよう、自発的な実践を促し

ていきます。 

・風景づくり活動団体の登録・支援や風景づくりアドバイザーの派遣、区民が風景づくりを身

近に感じ気軽に参加したくなる普及啓発から担い手を広げ継続的な関りに繋げます。子ど

もや若者、子育て世代など様々な世代、専門家や大学・学校、町会・自治会・商店街、ＮＰＯ

や地域団体など、様々な主体が協働・連携して活躍できる仕組みや体制を整え、まちの魅

力を高めます。 

 

協働でまちの魅力を高める    世田谷の風景づくり 

区民の主体的な

風景づくりを 

支援する 

  地域の個性を活かし 風景づくりの理念 

地域の個性を表し大切にされている風景を守り育てる 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域風景資産    風景づくり条例 

 

 

 

●界わい宣言 

●界わい形成地区 
風景づくり条例 地域の風景を特徴づ

けている大切な要素

を区民とともに選定

します。 

地域住民との話し合いにより

地域にあわせた風景づくりの

方針や基準を検討します。 

・風景はそこに生活する人々によりつくられてきた暮らしや営みの積み重ねであることを踏まえ、地域の風景特

性を活かし、次の視点によりその魅力を高めていきます。  

・区内の身近で魅力ある風景と、その風景を守り育てる活動を地域風景資産に選定・登録するとともに、街の魅

力の核となる建造物や樹木を景観重要建造物・樹木などとし、地域で大切にされている風景を守り育てます。 

また、用途地域ごとに定めたゾーンや風景特性に沿った風景づくりの方針・基準を定め、建設行為等や屋外広

告物の誘導を行うことにより、世田谷らしい風景を守り育てます。 

地域風景
資産から 

景観重要
建造物・ 
樹木へ 

●景観重要建造物・ 

景観重要樹木  景観法 

世田谷らしい風景を守り育てる 

第８章 

 

第４章 

 

地域の個性を活かす 

景観重要

建造物・
樹木から
地域風景

資産など
へ 

まとまりのある区域内

で自主的に行う風景づ

くり活動を宣言します。 

第４章 

 

●建設行為等における風景づくり 景観法  

 
 

 

建設行為等を行う際は、

「風景づくりの方針」や

「ゾーン別基準」、「風景

特性基準」に基づき計画

を行います。 

一定規模以上の建設行

為等は届出制度により

風景に配慮された計画と

なるよう誘導・調整を行

います。 

第５章 

 

●公共施設における風景づくり  
景観法・風景づくり条例  

・風景づくりを先導していくため、「公共施設の整備

に関する指針」や「風景づくりのガイドライン（公共

施設編）」に基づき整備や維持管理、利活用を行い

ます。また、景観重要公共施設に関する 

事項を定めます。 

 

協働でまちの魅力を高める 

専門知識や 

経験などを 

高め合い、 

学び合いながら

質の高い風景を

つくる 

・普及啓発冊子の発行   

・セミナーやフォーラムの開催 

・他部署開催イベントなどにおける周知 

・体験型イベントなどの開催  

・風景づくりの教育の実施 

・子ども向け冊子の発行 

・ＳＮＳをはじめとしたデジタル・メディアの 

活用(情報発信・イベントなど) 

第４章 

 

第４章 

 

専門的知識を有するアドバイザーの派遣

などにより、区民や事業者が自主的に行う

風景づくりを支援します。 

●多様な主体の協働による風景づくり 
多様な主体が協働・連携し様々な取組みを 

進めます。  区民 

    区 

協働による 
風景づくり 

区民 

  者 
   
など 

町会・自治会 
商店街 
    
地域団体 
など 

 

世田谷区 
 ・    
近 自治体 
など 

専門家 
大学・学校 
など 

第４～８章 

 

地域住民等

との 
界わい形成
地区の検討

から指定へ 

①風景特性・ 

理念・方向性 

の把握 

②計画地周辺 

の風景特性 

の把握 

③風景づくりに配慮した計画 

ひとつひとつの 

建設行為等によっ

て風景がつくられ

ます。風景づくり

計画に示す「風景

特性」「風景づくり

の理念・方向性」

などを確認してく

ださい。 

 
 

 

④届出・手続き 

⑤着工 

・事前相談・調整 

・事前調整会議 

（せたがや風景 

デザイナーからの 

助言による調整） 

・届出 

 
 

 

計画地および計画

地周辺の風景特性

（地形やみどり、街

並みの色彩や素

材、自然や歴史・文

化資産など）を確認

し、より良い計画と

するヒントとしてく

ださい。 

 
 

 

ゾーン別基準 

風景特性基準 

＋ 

●屋外広告物における風景づくり  
景観法・風景づくり条例  

・「風景づくりのガイドライン（屋外広告物編）」により

屋外広告物を誘導します。 

・環状七号・八号線に面する敷地内の屋外

広告物にはよりよい風景づくりにつなが

るよう協議を行います。 

 

第６章 

建設行為等の風景づくりの流れ 

 
 

 

●せたがや風景デザイナーを活用
した誘導による風景づくり 

 風景へ与える影響が大きい規模の建設行為

等や屋外広告物の設置等を行う際に、様々な

分野の専門家である、せたがや風景デザイナ

ーを活用します。第三者的な視点から、計画

内容と風景づくり計画で定める定性・定量的

な基準との整合を確認し、より良い計画となる

よう誘導を行います。 

第５章 

 
第７章 

 

「風景づくりの理念」を実現する風景づくりの主な取組みの体系図 



 

   
Ⅰ．風景づくりの基本的な考え方 

１． 『風景』と『風景づくり』 
 
 
 
 
 

２． 計画策定の背景と目的 
計画期間の満了に伴い、改定された上位計画などとの整合や社会状況の変化への対応を図

り、区民が風景づくりを身近に感じ取り組めること、風景づくりの誘導内容の追加、公共

施設の風景づくりの充実などを目指し、改定します。 

３．本計画の構成 
（１）計画の位置づけ 

（２）計画の全体構成 

「Ⅰ.風景づくりの基本的な考え方」 

「Ⅱ.風景づくりの取組み」 

「Ⅲ.風景づくりの推進体制」 

の３部構成とする 

（３）計画期間 

令和８年度から、概ね１０年 

（４）対象区域 

世田谷区全域（景観計画区域） 

（５）計画と SDGｓとの関係 

 世田谷区基本計画に即す 
４．風景づくりのあゆみ 
 昭和の時代から区民、事業者、区の 

 協働で取り組んでいます。 

１． 世田谷の風景の成り立ち  

起伏の豊かな世田谷の地形 / 近郊農村から始まる世田谷の街並み  

/ 鉄道の開通と世田谷の街並みの形成 / 第二次世界大戦後の急激な都市化  

/ 都市デザインによる風景づくり /「住宅都市」世田谷  

/ 大規模な敷地などにおける土地利用の転換  

２．世田谷の風景特性 

 

 

 

 

 

Ⅰ．風景づくりの基本的な考え方 

１．風景づくりの理念 

地域の個性を活かし 協働でまちの魅力を高める 世田谷の風景づくり 

２．取組みの基本姿勢 

区民・事業者・区の協働で風景づくりに取り組む 

次世代に向けて 愛着と誇りを持てるような風景づくりを進める 

自然や歴史的・文化的遺産を継承し 新たな都市風景を創造していく 

  マネジメント／グリーンインフラ／ウォーカブル／防災復興／ウェルビーイング／次世代へ向けて 

３．地域の個性を活かす風景づくりの方向性 

自 然 地形を尊重し、みどりやみずの風景を

守り育てる 

歴史・文化 地域の歴史や文化の特性を引き出し､

風景づくりに活かす 

にぎわい  活力や交流が生まれ、親しみのある 

にぎわいの風景をつくる 

４．協働でまちの魅力を高める風景づくりの方向性 

・区民、事業者、区、専門家や大学・学校、町会・自治

会・商店街、ＮＰＯ、地域の団体などの多様な主体に

よる参加と協働により風景づくりを推進します。 

Ⅱ．風景づくりの取組み 
 

第４章 区民主体の風景づくり 

１． 区民主体の風景づくりの推進 

・区民の自発的な風景づくりを広げるため、制度の活用や専門家の派遣などにより支援します。 

 

 

 

 

 

 

２． 風景づくりの普及・啓発 
・普及啓発冊子の発行  

・セミナーやフォーラムの開催 

・体験型イベントの開催 

・風景づくり教育の実施  

・子ども向け冊子の発行 

・ＳＮＳをはじめとしたデジタ

ル・メディアの活用 など 

 

 

 

地域風景資産 
（双子の給水塔が聳え立つ風景、季節の野草に出会う小径） 

界わい形成地区 
（奥沢１～3 丁目等） 

冊子の発行 体験型イベントの開催 都市デザインフォーラムの開催 

風景づくり活動団体 
（崖線みどりの絆・せたがや） 
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第３章 風景づくりの理念・方向性 第１章 計画の主旨 

第２章 世田谷の風景特性 

区民が中心となる 
風景づくり 

■風景づくり計画の位置づけ 

風土と文化や歴史の表れ。生活
する人々によって創造され、受け
継がれてきたもの。そこに生活す
る人々の貴重な共有の財産。 

地域の個性あふれる 

世田谷らしい風景を 

守り、育て、つくること。 

風景 風景づくり 

 区民 

事業者 区 

協働による 
風景づくり 

区  

    
   
   

       
    
    
地域団体 
   

 

   区 
      
    体 
   

    
      
   

■多様な主体との協働により進める風景づくり  

世田谷区風景づくり計画の概要 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Ⅱ．風景づくりの取組み 
 

１． 建築行為等の計画をする前に 

・ひとつひとつの建設行為等が世田谷の新たな風景を構成していくことから、建設行為等を行

う際は、地域の風景特性を把握し、地域の風景に配慮した計画とするなど、世田谷の魅力的

な風景づくりに貢献することが求められます。 

 

２．建設行為等における風景づくりの誘導                                          

・区全域を景観計画区域とし、一般地域（３つのゾーン）と風景づくり重点区域（水と緑の風景

軸、界わい形成地区）に区分し、それぞれ風景づくりの方針・基準を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．風景づくりの方針・基準など 景観法   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

風景づくりの方針 

低層住宅系ゾーンでは、それぞれの地

域がもつ特性を活かしながら、みどり豊

かでゆとりや落ち着きのある街並みを

維持・創出し、さらに質の高い魅力的な

住宅地の風景づくりを目指します。 

・隣接する建築物との壁面位置など、周辺の

街並みとの連続性を考慮した配置とする。 

・敷地内の接道面など視認性の高い場所

は、積極的に緑化し、周辺の緑との連続

性を図るよう工夫する。 など 

・形態・意匠は建築物単体のバランスだけ

ではなく、周辺の街並みとの調和を図る。  

ゾーン別基準  一般地域 低層住宅系ゾーンの例 

風景づくりの基準 

■景観計画区域図 ■方針・基準の体系 

Ⅱ．風景づくりの取組み 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．建設行為等の届出 景観法   

・届出対象行為・規模の例 

低層住宅系ゾーン、住宅共存系ゾーンは建築物の建築等は、 

延べ面積 1,500 ㎡以上または高さ 10ｍ、１５ｍ以上   など 

第５章 建設行為等における風景づくり 第５章 建設行為等における風景づくり 

１． 屋外広告物の表示等に関する基本的な考え方  

・良好な風景づくりを推進していくため、屋外広告物の表示に関する基本事項を定め、地域の

魅力を高める風景づくりの誘導を進めます。 

２．屋外広告物の表示に関する基本事項  景観法  

「屋外広告物の表示等の制限」 

・規模、位置、色彩などのデザインなどが、地域の風景特性を踏まえた良好な風景づくりに寄与

するような表示・掲出とします。 など 

３．「風景づくりのガイドライン（屋外広告物編）」による屋外広告物の誘導 
・制限に関する具体的な配慮事項を示した「風景づくりのガイドライン（屋外広告物編）」に基づき

計画するよう誘導します。  

４．協議制度による屋外広告物の誘導 
・特定区域（環状七・八号線沿道）においては、協議制度により、よりよい風景づくりにつながる

よう誘導します。 
 

第６章 屋外広告物における風景づくり 

風景特性基準の方向性 

まとまったみどりが存在する公園などを

中心として、周辺にみどりを波及させ、周

辺地域が一体となった、みどり豊かな潤

いのある風景づくりを目指します。 

・まとまったみどりとの敷地境界や接道

部は、積極的に緑化するとともに、植

生に調和した樹種を選定するなど、周

辺が一体となったみどり豊かな空間と

なるよう工夫する。 など 

・まとまったみどりから見える建築物に付帯する構

造物や設備などが目立たなくなるよう工夫する。  

風景特性基準  まとまったみどり基準の例 

風景づくりの基準 

風景づくりの方針 

  

みどりの持つ様々な機能を活かすととも

に、これまでの奥沢の街並みを継承する

風景づくりを進め、奥沢らしさをこれから

も時代を超えてつなげていきます。 

・敷地内の道路際は、樹木や草木等により積極的に

緑化し、周辺のみどりとつながるよう工夫します。  

ゾーン別基準  風景づくり重点区域 界わい形成地区の例（奥沢１～３丁目等） 

風景づくりの基準 

・既存の高木や状態の良い樹木は、可能

な限りそれを活かし、目に留まりやすい

大きなみどりを守り育てます。 など 

歴史と緑のエリア（重点エリア） 

区民、事業者、区が 
中心となる風景づくり 

区民、事業者、区が 
中心となる風景づくり 

区民、事業者、区が 
中心となる風景づくり 

 

風景づくりの手引き 
※風景づくりの基準を事例などを用いて解説したもの（別冊） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ⅲ．風景づくりの推進体制 
 
 

Ⅱ．風景づくりの取組み 
 

１．景観法に基づく制度の活用  景観法  
・景観重要建造物、景観重要樹木、景観地区、景観協定、景観整備機構の指定の方針・考え方

等を示します。 

２．他の法令などに基づく制度の活用 
・地区計画、建築協定、緑地協定など、都市計画法や建築基準法などによる仕組みにより、風景づ

くりを誘導します。 

１．協働による風景づくりの推進体制  

・多様な主体との協働により風景づくりを進めます。区

民ひとりひとりが担い手となる区民主体の風景づくり

に取り組みます 

・風景づくり委員会の調査や審議を得ながら進めます。 

・世田谷風景デザイナーを活用した「事前調整会議」に

より協議を効果的に進めます。 

・事業者や専門家、国、都、周辺自治体などの関連機

関との調整・連携を図ります。 

・庁内関係所管との横断的な情報共有や施策の調

整・連携を図ります。 

２．計画の検証・評価 

・見直しにあたっては、検証・評価を行い実施します。 

・計画の実現に向けた状況を測るため評価指標を設定します。 

第８章 様々な制度を活用した風景づくり 

第９章 協働による風景づくりの推進体制 

庁内関係所管との調整・連携イメージ 

１．公共施設における風景づくりの考え方 

・公共施設の整備を行う際には、景観法に基づく届出の要否に関わら

ず、「風景づくりの理念や方向性」、「風景づくりの方針・基準」を踏まえ

た整備や維持管理、利活用を行い、風景づくりを先導する役割を果た

すように努めます。 

２．公共施設の整備に関する指針 

・区民に愛され、地域の誇りとなるような公共施設とする。  

・区民の風景への意識を高める公共施設とする。 

・場所の記憶をつなぎながら新たな風景の魅力を創出するような工夫

をする。 

・周辺の風景の要素をつなぎ、まとまった街並みとなるような工夫をする。  

・区民が利用したくなるような魅力的な風景を積極的に創出する。 

・区民が住み続けたいと思える街となるよう適切な維持管理を行う。 

３．「風景づくりのガイドライン（公共施設編）」に基づく整備など 
指針をもとに風景づくりに配慮すべき事項などを具体的に示すた

め作成し、整備や維持管理、利活用を行う。 

４．景観重要公共施設に関する事項 景観法  

成城の富士見橋および不動橋/上野毛の富士見橋/岡本の富士見坂/多摩川の河川区域 

岡本の富士見坂 

教育総合センター 

第７章 公共施設における風景づくり 

区民、事業者、区が 
中心となる風景づくり 

区民、事業者、区が 
中心となる風景づくり 
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